
馬淵川特定都市河川の指定について

岩手県 県土整備部 河川課

令和８年２月４日
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東北各地で頻発化・激甚化する災害

2※国土交通省作成資料
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気候変動の影響により水災害が激甚化・頻発化

実績雨量 70.5mm/時間（岩泉雨量局・既往最大）
家屋浸水 全県で2,102戸（うち全壊114、半壊250,床上1,763）

実績雨量 71mm/時間（久慈雨量局・既往最大）
家屋浸水 全県で602戸（うち床上279）

実績雨量 42.5mm/時間（奥中山雨量局・既往最大）
家屋浸水 全県で38戸（うち床上12）

平成28年8月台風第10号 令和元年10月東日本台風

令和４年８月豪雨

浸水範囲

北上川

馬淵川

盛岡

太
平
洋観測史上初めて岩手県に上陸、各地で甚大な被害 短時間の強い降雨による市街地の溢水、内水被害

一戸町では、平成18年、平成23年に続く溢水被害

実績雨量 99.5mm/時間（薮川（気）観測所・既往最大）
家屋浸水 全県で20戸（うち床上9）

令和６年８月豪雨

線状降水帯発生、局地的大雨による溢水被害

岩手県での近年の災害



令和４年８月豪雨一戸町の浸水被害状況
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一戸町向町・本町地区
R4.8浸水戸数20戸（床上9戸、床下11戸）
H23.9浸水戸数18戸（床下18戸）

万代橋

中田橋

むかいまち ほんちょう

一戸町西法寺地区（関屋地区）
R4.8浸水戸数13戸（床上3戸、床下10戸）
H23.9浸水戸数6戸（床下6戸）

岩根橋

さいほうじ せきや

東北電力
福岡発電所取水堰

背景：想定最大規模降雨による浸水範囲

一戸町役場

狭窄部



岩手県内における短時間豪雨の発生地点数の変化

5※第２回北上川水系（北上川上流）流域治水協議会（R3.2.10）資料



「流域治水関連法」の改正、背景・必要性

※国土交通省作成資料
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R2.9.18 馬淵川流域治水協議会設立

流域全体のあらゆる関係者が協働して治水対策を推進



流域治水関連法の概要

※国土交通省作成資料に加筆
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特定都市河川浸水被害対策法の概要

※国土交通省作成資料に加筆 8



※国土交通省作成資料に加筆

特定都市河川の制度概要②

⇒指定後義務化 ⇒流域水害対策計画にて検討
⇒流域水害対策計画にて検討 9



特定都市河川の指定

岩手県

位置図 馬淵川上流圏域

宇
別
川

山
形
川

馬淵川上流域
（特定都市河川流域） 葛巻町

一戸町

岩手町

二戸市

九戸村

久慈市

岩泉町
■特定都市河川の指定概要

代表河川名：一級河川馬淵川
指定河川数：9河川
流域市町村数：4（二戸市、葛巻町、岩手町、一戸町）
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○ 葛巻町及び一戸町等を流下する馬淵川上流について、令和７年10月に県内で初となる
特定都市河川に指定

〇 ハード整備の加速化に加え、国・都道府県・市町村・企業等のあらゆる関係者の協働に
よる水害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり、流域における貯留・浸透機能の向上等を
推進



流域水害対策計画の策定

※国土交通省作成資料に加筆
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○ 特定都市河川の指定後、流域の関係者による流域水害対策協議会を組織し、特定都市
河川流域内における浸水被害の防止・軽減を図るため、「流域水害対策計画」を策定

特定都市河川の指定

流域水害対策協議会の設置
計画策定・対策等の検討

流域水害対策計画 策定
洪水・雨水出水により想定される

浸水被害に対し、概ね20-30年の間に実施する取組を定める

協議会の構成イメージ

河川管理者

下水道管理者

都道府県知事

市町村長

民間事業者等※

学識経験者※

接続河川の管理者

住民※
地域の防災リーダー等

：流域水害対策計画策定主体

（※計画策定主体が必要と認める場合）



流域水害対策計画に基づくハード対策の加速化
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○ 個別補助事業が創設され、土地利用規制等のソフト対策を含む流域水害対策計画に位置付けられ
た都道府県・市町村・民間事業者等が実施するハード対策を計画的かつ集中的に実施し、早期に治
水安全度の向上を図るもの。

※国土交通省作成資料に加筆



※国土交通省HPより引用

雨水浸透阻害行為の許可
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対策工事の例

雨水浸透阻害行為の例

雨水の流出抑制のイメージ対策工事の例

雨水浸透阻害行為とは現在の土地に対し、地下に浸透しないで他の土地へ流出する雨水の量を増加させるおそれのある行為

開発により流出する雨水量が増
→流れ込む河川の水位に影響

対策工事により水を溜める
→時間をかけて河川に流す

○ 特定都市河川指定流域では、宅地等以外の土地で行う1,000m2※1以上の雨水浸透阻害行為（土地
からの流出雨水量を増加させる恐れのある行為）に対し、都道府県知事等※2の許可が必要。
○ 特定都市河川指定後、特定都市河川流域内において、即時に施行される。
○ 流出雨水量を現在よりも増加させる行為への対策を義務付け、浸水被害の防止・軽減を図るもの。

※1 都道府県等の条例で500m2以上1,000m2未満とする範囲で別に定めることができる。
※2 指定都市、中核市、特例市又は都道府県知事の条例で地方自治法第3章に規定された事務処理を行うこととされた市町村の長を含む。


